
事業承継に関する主な支援策
（一覧）

事業承継をお考えの皆様へ

事業を引き渡そうとする
中小企業の経営者
事業を引き継ぐ意向の
後継者候補や譲受会社・個人
事業を引き継いだ
後継者や譲受会社・個人 等

令和４年３月
中小企業庁



事業承継・M&Aに関する支援策フロー

○事業承継・M&Aを実施するために、何をしたらよいか分からない

• どのように引継ぎを実施するか検討するため、以下の施策を活用
• 事業承継・引継ぎ支援センター（→P５の１参照）
• 事業承継診断（→P14の19参照）
• 事業承継ガイドライン（→P13の15参照）

• 引継ぎ先が決まっている場合、
• 親族内承継を希望する場合は、下記①へ
• 従業員（幹部役員等を含む）承継を希望する場合は、下記②へ
• M&Aを希望する場合は、下記③へ

• 廃業を検討している場合は、16頁以後へ
事業再生を検討している場合は、18頁へ

① 親族内承継に関する支援策一覧を確認（→2頁）

② 従業員承継に関する支援策一覧を確認（→3頁）

③ M&Aに関する支援策一覧を確認（→4頁）

• 親族内承継を実施予定の後継者候補は、下記①へ

• 従業員承継を実施予定の後継者候補は、下記②へ

• M&Aを実施予定の譲受側候補は、下記③へ

現経営者

後継者・譲受側候補

• 現経営者や後継者・譲受側候補向けの支援策を紹介しています。
• 以下のフローチャートで、活用可能な支援策をご確認ください。
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親族内承継に関する支援策一覧
現経営者 後継者候補

○今後の取組を相談したい

中小企業大学校（→P15の22参照）

○後継者候補を育成したい

法人版・個人版事業承継税制（→P８の６、７参照）
遺留分に関する民法の特例（→P12の13参照）

所在不明株主に関する会社法の特例（→P12の14参照）

○株式等を承継させたい

○経営者保証を解除したい

○承継に向けて準備したい

引
継
ぎ
後
の
経
営
革
新
等

円
滑
な
引
継
ぎ

事業承継・引継ぎ補助金
（→P６の３参照）

○承継後に設備投資等を実施したい

公庫融資・信用保証の特例（金融支援）
（→P10の10参照）

小規模企業共済 （→P16の23参照）

○事業承継時の資金を調達したい

事業承継・引継ぎ支援センター（→P５の１参照）

経営者保証ガイドライン（→P10の11参照）
事業承継時の経営者保証解除（→P11の12参照）

○株式等を承継したい
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引
継
ぎ
の
準
備

ローカルベンチマーク（→P14の20参照）
経営デザインシート（→P14の21参照）

○経営状況を確認したい

事業承継診断（→P14の19参照）

○承継に向けて課題を把握したい

小規模企業共済
（→P16の23参照）

○承継後の生活資金を積み立てたい



従業員承継に関する支援策一覧
現経営者 後継者候補

法人版・個人版事業承継税制（→P８の６、７参照）
遺留分に関する民法の特例（→P12の13参照）

所在不明株主に関する会社法の特例（→P12の14参照）
中小企業経営力強化支援ファンド（→P７の５参照）

○株式等を承継させたい

○経営者保証を解除したい

事業承継・引継ぎ補助金
（→P６の３参照）

○承継後に設備投資等を実施したい

○事業承継時の資金を調達したい

経営者保証ガイドライン（→P10の11参照）
事業承継時の経営者保証解除（→P11の12参照）

○株式等を承継したい
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事業承継診断（→P14の19参照）

○承継に向けて課題を把握したい

引
継
ぎ
後
の
経
営
革
新
等

円
滑
な
引
継
ぎ

引
継
ぎ
の
準
備

○今後の取組を相談したい

中小企業大学校（→P15の22参照）

○後継者候補を育成したい ○承継に向けて準備したい

事業承継・引継ぎ支援センター（→P５の１参照）

公庫融資・信用保証の特例（金融支援）
（→P10の10参照）

小規模企業共済 （→P16の23参照）

小規模企業共済
（→P16の23参照）

○承継後の生活資金を積み立てたい

ローカルベンチマーク（→P14の20参照）
経営デザインシート（→P14の21参照）

○経営状況を確認したい



M&Aに関する支援策一覧
現経営者 譲受側候補
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○マッチング先を探したい

事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用）（→P６の３参照）

○M&A時の費用を軽減したい

所在不明株主に関する会社法の特例（→P12の14参照）
中小企業経営力強化支援ファンド（→P７の５参照）

○株式等を引き継がせたい

事業承継・引継ぎ補助金（経営革新）
（→P６の３参照）

経営資源集約化税制（設備投資）
（→P９の８参照）

○引継ぎ後に設備投資等を実施したい

公庫融資・信用保証の特例（金融支援）
（→P10の10参照）

登録免許税・不動産取得税の特例
（→P９の９参照）

小規模企業共済 （→P16の23参照）

事業承継・引継ぎ支援センター（→P５の１参照）
M&A支援機関登録制度（→P７の４参照）

○株式等を引き継ぎたい

経営資源集約化税制（準備金）
（→P９の８参照）

○M&A後のリスクに備えたい

後継者人材バンク（→P５の２参照）

○経営資源を引き継ぎ、創業したい

中小M&Aガイドライン（→P13の16参照）
中小M&Aハンドブック（→P13の17参照）

○M&Aについて知りたい

事業承継診断（→P14の19参照）

○引継ぎに向けて課題を把握したい

中小PMIガイドライン（→P13の18参照）

○円滑に経営統合を実施したい

引
継
ぎ
後
の
経
営
革
新
等

円
滑
な
引
継
ぎ

引
継
ぎ
の
準
備

ローカルベンチマーク（→P14の20参照）
経営デザインシート（→P14の21参照）

○経営状況を確認したい

○経営者保証を解除したい
経営者保証ガイドライン（→P10の11参照）

事業承継時の経営者保証解除（→P11の12参照）

小規模企業共済
（→P16の23参照）

○引継ぎ後の生活資金を積み立てたい



【 お 問 い 合 わ せ 先 】
最 寄 り の 事 業 承 継 ･ 引 継 ぎ 支 援 セ ン タ ー へ お 問 い 合 わ せ 下 さ い
h t t p s : / / s h o u k e i . s m r j . g o . j p / i n d e x . h t m l # t o p

１．事業承継･引継ぎ支援センター
全 国 47都 道 府 県 に 設 置 す る 公 的 相 談 窓 口 と し て 、 中 小 企 業 の 事
業 承 継 に 関 す る あ ら ゆ る 相 談 に 対 応 し ま す 。

（ １ ） 親 族 内 承 継 支 援
親 族 等 に 円 滑 に 承 継 で き る よ う 、 事 業 承 継 計 画 策 定 等 を 支 援
（ ２ ） 第 三 者 承 継 支 援
後 継 者 が 不 在 の 場 合 な ど 、 相 談 か ら 、 譲 受 企 業 の 紹 介 、 成 約 に 至 る ま で 、
第 三 者 へ の 事 業 引 継 ぎ を 支 援
（ ３ ） 経 営 者 保 証 に 関 す る 支 援
事 業 承 継 の 障 害 と な る 経 営 者 保 証 解 除 に 向 け て 支 援 （ → P 1 0 の 1 1 も 参 照 ）

よ く あ る ご 相 談
そ も そ も 何 か ら 始 め た ら い い の か 分 か ら な い
会 社 の 株 式 を ど う 後 継 者 へ 渡 せ ば い い の か ？
後 継 者 が い な い が ど う し た ら い い の か ？
M & A の 相 手 を 探 し て ほ し い

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
最 寄 り の 事 業 承 継 ･ 引 継 ぎ 支 援 セ ン タ ー へ お 問 い 合 わ せ 下 さ い
h t t p s : / / s h o u k e i . s m r j . g o . j p / i n d e x . h t m l # t o p

２．後継者人材バンク
「 創 業 希 望 者 」 と 「 後 継 者 不 在 の 事 業 者 」 と を 引 き 合 わ せ 、 事
業 を 引 き 継 ぐ た め に 必 要 と な る 様 々 な 支 援 を 行 い ま す 。
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３．事業承継・引継ぎ補助金
事 業 承 継 ・ 引 継 ぎ （ M & A） 後 の 設 備 投 資 や 販 路 開 拓 等 を 支 援
す る と と も に 、 事 業 引 継 ぎ 時 の 専 門 家 活 用 費 用 等 を 支 援 し ま す 。

承継・引継ぎ後の取組に係る費用を補助
＜対象経費の例＞
• （事業に従事する従業員の）人件費
• 新築・改築工事費用
• 機械装置の調達費用

事業引継ぎ時に係る費用を補助
＜対象経費の例＞
• M&A仲介業者やFAへの手数料※

※M&A支援機関登録制度に登録されたFA・M
＆A仲介業者が提供するものが補助対象

• デューデリジェンス費用
• 表明保証保険料

後継者

専門家活用 経営革新

先代経営者

支援の枠組み 補助率 補助額
①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組に係る費用の補助

経営革新※1 1/2 300万円以内
1/2 300~500万円以内※2

②経営資源引継ぎ時の士業専門家等の活用に係る費用の補助
専門家活用 1/2 400万円以内※3

③事業引継ぎ時や事業承継・引継ぎ後の新たな取組に伴う廃業費用等の補助
廃業・再チャレンジ※4 1/2 150万円以内

令 和 3 年 度 補 正 予 算

※3 M&Aが未成約の場合は補助上限額が半減
※4 経営革新または専門家活用と併用可

支援の枠組み 補助率 補助額
①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組に係る費用の補助

経営革新※1 2/3以内 400万円以内
1/2以内 400万円~600万円以内※2

②経営資源引継ぎ時の士業専門家等の活用に係る費用の補助
専門家活用 2/3以内 600万円以内※3

③事業引継ぎ時や事業承継・引継ぎ後の新たな取組に伴う廃業費用等の補助
廃業・再チャレンジ※4 2/3以内 150万円以内

令 和 ４ 年 度 当 初 予 算

廃業・再チャレンジに係る費用を補助
＜対象経費の例＞
• 廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費

廃業・再チャレンジ 廃業・再チャレンジ

※1 「親族内承継」、「M&A」、「創業」の類型が存在
※2 生産性向上に関する要件を満たした場合に補助上限が上乗せ
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【 お 問 い 合 わ せ 先 】
中 小 企 業 庁 事 業 環 境 部 財 務 課 （ 0 3 - 3 5 0 1 - 5 8 0 3 ）



４．M&A支援機関登録制度
中 小 M & Aに お け る 支 援 機 関 の 行 動 指 針 で あ る 「 中 小 M & Aガ イ
ド ラ イ ン 」 の 遵 守 等 を 宣 言 し た 支 援 機 関 を 登 録 す る 制 度 で す 。

• 事 業 承 継 ・ 引 継 ぎ 補 助 金 （ 専 門 家 活 用 型 ） に お い て 、 M & A 支 援
機 関 の 活 用 に 係 る 費 用 （ 仲 介 手 数 料 や フ ィ ナ ン シ ャ ル ア ド バ イ
ザ ー 費 用 等 に 限 る 。 ） に つ い て は 、 登 録 M & A 支 援 機 関 の 提 供 す
る 支 援 に 係 る も の の み を 補 助 対 象 と し ま す 。

• 登 録 M & A 支 援 機 関 か ら の 支 援 を 希 望 さ れ る 方 は 、 以 下 ホ ー ム
ペ ー ジ の 「 登 録 機 関 デ ー タ ベ ー ス 」 か ら ご 希 望 の M & A 支 援 機 関
へ 直 接 ご 相 談 く だ さ い 。

• ま た 、 情 報 提 供 受 付 窓 口 で は 、 登 録 M & A 支 援 機 関 の 支 援 を 巡 る
問 題 等 を 抱 え る 中 小 企 業 等 か ら の 情 報 提 供 を 受 け 付 け ま す 。

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
M & A 支 援 機 関 登 録 事 務 局 （ 0 3 - 4 5 7 0 - 8 6 9 2 ）
h t t p s : / / m a - s h i e n k i k a n . g o . j p /

M & A 支 援 機 関 登 録 事 務 局 内
情 報 提 供 受 付 窓 口 （ 0 3 - 4 5 7 7 - 6 5 3 2 ）

h t t p s : / / m a - s h i e n k i k a n . g o . j p / i n a p p r o p r i a t e - c a s e s
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５．中小企業経営力強化支援ファンド

h t t p s : / / w w w . s m r j . g o . j p / f u n d _ s e a r c h / c g i -
b i n / s e a r c h . c g i

h t t p s : / / m a - s h i e n k i k a n . g o . j p / s e a r c h

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ り 経 営 が 悪 化 し た 地 域 の
核 と な る 企 業 に 対 し て 、 官 民 フ ァ ン ド に よ る 出 資 や ハ ン ズ オ ン
支 援 等 に よ り 、 経 営 力 の 強 化 と そ の 後 の 成 長 を 支 援 し ま す 。

• フ ァ ン ド か ら の 投 資 を 希 望 さ れ る 方 は 、 以 下 ホ ー ム ペ ー ジ の
「 フ ァ ン ド 検 索 」 か ら ご 希 望 の 投 資 会 社 へ 直 接 ご 相 談 い た だ く か 、
下 記 ま で お 問 合 せ く だ さ い 。

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構
フ ァ ン ド 事 業 部 （ 0 3 - 5 4 7 0 - 1 6 7 2 ）



【 お 問 い 合 わ せ 先 】
主 た る 事 務 所 が 所 在 し て い る 都 道 府 県 庁 へ お 問 い 合 わ せ 下 さ い

６．法人版事業承継税制（一般措置･特例措置）

後 継 者 が 、 経 営 承 継 円 滑 化 法 の 認 定 を 受 け て 、 非 上 場 会 社 の 株
式 等 を 贈 与 又 は 相 続 等 に よ り 取 得 し た 場 合 に お い て 、 そ の 非 上
場 株 式 等 に 係 る 贈 与 税 ・ 相 続 税 の 納 税 を 猶 予 等 し ま す 。

平 成 30年 度 税 制 改 正 に お い て 、 こ の 事 業 承 継 税 制 に つ い て 、 こ
れ ま で の 措 置 に 加 え 、 10年 間 の 特 例 措 置 と し て 、 贈 与 税 ・ 相 続
税 の 全 額 を 猶 予 等 し て い ま す 。

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
主 た る 事 務 所 が 所 在 し て い る 都 道 府 県 庁 へ お 問 い 合 わ せ 下 さ い

７．個人版事業承継税制
後 継 者 が 、 経 営 承 継 円 滑 化 法 の 認 定 を 受 け 、 特 定 事 業 用 資 産 ※

を 贈 与 又 は 相 続 等 に よ り 取 得 し た 場 合 に お い て 、 平 成 31年 度 税
制 改 正 に お い て 、 10年 間 の 特 例 措 置 と し て 、 そ の 特 定 事 業 用 資
産 に 係 る 贈 与 税 ・ 相 続 税 の 全 額 を 猶 予 等 し て い ま す 。
※  事 業 用 の 土 地 、 建 物 、 機 械 ・ 器 具 備 品 等

h t t p s : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / z a i m u / s h o u k e i / s h o u k e i
_ e n k a t s u _ z o u y o _ s o u z o k u / s h o u k e i _ z e i s e i _ m a d o g u c h i . p d f

h t t p s : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / z a i m u / s h o u k e i / 2 0 1 9 / 1 9 0
4 0 1 s h o u k e i z e i s e i m a d o g u c h i . p d f
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特 例 措 置 一 般 措 置

事前の計画策定
特例承継計画の提出
2018年４月１日から
2024年３月31日まで

不要

適用期限
10年以内の贈与・相続等

2018年１月１日から
2027年12月31日まで

なし

対象株数
※議決権株式に限る 全株式 総株式数の最大３分の２まで

納税猶予割合 100％ 贈与：100％
相続：80％

承継パターン 複数の株主から
最大３人の後継者

複数の株主から
１人の後継者

雇用確保要件 弾力化 承継後５年間
平均８割の雇用維持が必要

経営環境変化
に対応した免除 あり なし



【 お 問 い 合 わ せ 先 】
中 小 企 業 税 制 サ ポ ー ト セ ン タ ー （ 0 3 - 6 2 8 1 - 9 8 2 1 ）

８．経営資源集約化税制
経 営 力 向 上 計 画 に 基 づ き M & Aを 実 施 す る 場 合 に 、 以 下 の 措 置
を 活 用 で き ま す 。

（ １ ） 設 備 投 資 減 税 （ 中 小 企 業 経 営 強 化 税 制 ）
経 営 力 向 上 計 画 に 基 づ き 一 定 の 設 備 を 取 得 等 し た 場 合 、 投 資 額 の 1 0 ％ ( 資
本 金 3 0 0 0 万 円 超 の 場 合 は 7 ％ ) を 税 額 控 除 又 は 全 額 即 時 償 却 。
（ ２ ） 準 備 金 の 積 立 （ 中 小 企 業 事 業 再 編 投 資 損 失 準 備 金 ）
事 業 承 継 等 事 前 調 査 を 記 載 し た 経 営 力 向 上 計 画 に 沿 っ て M & A を 実 施 し た
際 に 、 投 資 額 の 7 0 % 以 下 の 金 額 を 準 備 金 と し て 積 み 立 て 可 能 （ 積 み 立 て た
金 額 は 損 金 算 入 ） 。

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
中 小 企 業 税 制 サ ポ ー ト セ ン タ ー （ 0 3 - 6 2 8 1 - 9 8 2 1 ）

９．登録免許税・不動産取得税の特例
経 営 力 向 上 計 画 に 基 づ き 事 業 譲 渡 等 を 実 施 す る 場 合 、 土 地 ・ 建
物 に 係 る 登 録 免 許 税 ・ 不 動 産 取 得 税 の 軽 減 措 置 を 活 用 で き ま す 。

登記の種類 通常税 計画
認定時

不動産所
有権移転
の登記

その他の原因に
よる移転の登記 2.0% 1.6%

合併による移転
の登記 0.4% 0.2%

分割による移転
の登記 2.0% 0.4%

＜ 登 録 免 許 税 ＞
取得する不動産

の種類 税額 計画認定時

土地・住宅 不動産価格×3.0% 不動産価格の1/6
相当額を課税標準

から控除住宅以外の家屋 不動産価格×4.0%

＜ 不 動 産 取 得 税 ＞
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h t t p s : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / k e i e i / k y o k a / s
h i g e n s h u y a k u _ z e i s e i . h t m l

h t t p s : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / k e i e i / k y o k a / p
d f / t e b i k i _ z e i s e i k i n y u . p d f # p a g e = 1 4



【 お 問 い 合 わ せ 先 】
主 た る 事 務 所 の 所 在 地 の 都 道 府 県
（ 事 業 を 営 ん で い な い 個 人 の 場 合 は 、 住 所 地 の 都 道 府 県 ）

10．公庫融資・信用保証の特例（金融支援）
経 営 承 継 円 滑 化 法 の 認 定 を 受 け た 場 合 に は 、 株 式 の 買 取 り や 相
続 税 の 支 払 な ど 承 継 時 に 必 要 と な る 各 種 の 資 金 に 対 し て 融 資 や
信 用 保 証 と い っ た 金 融 支 援 を 受 け る こ と が で き ま す 。

h t t p s : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / z a i m u / s h o u k e
i / s h o u k e i _ e n k a t s u . h t m
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【 お 問 い 合 わ せ 先 】
取 引 金 融 機 関
商 工 会 議 所 h t t p s : / / w w w 5 . c i n . o r . j p / c c i l i s t
商 工 会 h t t p s : / / w w w . s h o k o k a i . o r . j p / ? p a g e _ i d = 1 7 5 4

11．経営者保証ガイドライン
経 営 者 保 証 ガ イ ド ラ イ ン の 3要 件 の 全 て ま た は 一 部 を 満 た せ ば 、
経 営 者 保 証 な し で 融 資 を 受 け ら れ る 可 能 性 や 、 す で に 提 供 し て
い る 経 営 者 保 証 を 見 直 す こ と が で き る 可 能 性 が あ り ま す 。

h t t p s : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / k i n y u / k e i e i h o s y o u /

３要件

法人・個人の
一体性の解消

資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営
者が明確に区分・分離されている。

財務基盤の
強化

財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益
力で返済が可能である。

適時適切な
情報開示等

金融機関に対し、適時適切に財務情報等が開示され
ている。



【 お 問 い 合 わ せ 先 】
中 小 企 業 庁 事 業 環 境 部 金 融 課 （ 0 3 - 3 5 0 1 - 2 8 7 6 ）

12．事業承継時の経営者保証解除支援
新 規 借 入 や 既 存 の 経 営 者 保 証 付 借 入 の 借 換 の 際 に 、 経 営 者 保 証
を 不 要 に す る こ と が 可 能 な 保 証 制 度 で す 。
さ ら に 、 経 営 者 保 証 コ ー デ ィ ネ ー タ ー に よ る 確 認 を 受 け た 場 合
に は 、 保 証 料 率 が 大 幅 に 軽 減 さ れ ま す 。

h t t p s : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / k e i e i / k y o k a / p
d f / t e b i k i _ z e i s e i k i n y u . p d f # p a g e = 1 4

名称 事業承継特別保証制度

申込人
資格要件

次の（１）かつ（２）に該当する中小企業者
（１）３年以内に事業承継を予定する「事業承継計画」（※１）を有する法人

又は 一定の期間内に事業承継を実施した法人であって、
承継日から３年を経過していないもの

（２）次の①から④の全ての要件を満たすこと
①資産超過であること
②返済緩和中ではないこと
③EBITDA有利子負債倍率（※２）が10倍以内
④法人と経営者の分離がなされていること

※１ 信用保証協会所定の書式による計画書が必要
※２ （借入金・社債ー現預金）÷（営業利益＋減価償却費）

申込方法 与信取引のある金融機関経由に限る

保証限度額等 2.8億円（うち無担保80百万円） ※責任共有制度（8割保証）の対象

保証期間 【一括返済の場合】1年以内、【分割返済の場合】10年以内（据置期間1年以内）

対象資金
事業承継時までに必要な事業資金
既存のプロパー借入金（保証人あり）の本制度による借り換えも可能
（ただし、一定の期間内に事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前の借入金
に係る借換資金に限る）

保証料率
0.45％～1.90％
【経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合、0.20％～1.15％に大幅軽
減】
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【 お 問 い 合 わ せ 先 】
中 小 企 業 庁 事 業 環 境 部 財 務 課 （ 0 3 - 3 5 0 1 - 5 8 0 3 ）

13．遺留分に関する民法の特例

h t t p s : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / z a i m u / s h o u k e i
/ s h o u k e i _ e n k a t s u . h t m

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
主 た る 事 務 所 の 所 在 地 の 都 道 府 県

14．所在不明株主に関する会社法の特例

h t t p s : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / z a i m u / s h o u k e i
/ s h o u k e i _ e n k a t s u . h t m

先 代 経 営 者 が 自 社 株 式 ・ 事 業 用 資 産 を 後 継 者 に 集 中 的 に 贈 与 等 し た 場 合 、
そ の 他 の 推 定 相 続 人 の 「 遺 留 分 」 が 侵 害 さ れ る お そ れ が あ り ま す 。

経 営 承 継 円 滑 化 法 の 定 め る 本 特 例 を 活 用 す る と 、 そ れ ら の 価 額 に つ い て 、
① 遺 留 分 を 算 定 す る た め の 財 産 の 価 額 か ら 除 外 ( 除 外 合 意 )

又 は
② 遺 留 分 を 算 定 す る た め の 財 産 の 価 額 に 算 入 す る 価 額 を 合 意 時

の 時 価 に 固 定 ( 固 定 合 意 )
を す る こ と が で き ま す 。

た だ し 、 経 済 産 業 大 臣 の 確 認 と 家 庭 裁 判 所 の 許 可 が 必 要 で す 。

一 般 的 に 、 株 主 名 簿 に 記 載 は あ る も の の 会 社 が 連 絡 が 取 れ な く な り 、 所
在 が 不 明 に な っ て し ま っ て い る 株 主 を 「 所 在 不 明 株 主 」 と い い ま す 。

会 社 法 上 、 所 在 不 明 株 主 か ら の 株 式 買 取 り 等 に は 通 知 等 が 「 5 年 」 以 上
継 続 し て 到 達 し な い こ と 等 が 必 要 で す が 、 経 営 承 継 円 滑 化 法 の 認 定 を 受
け た 場 合 に は 、 一 定 の 手 続 を 前 提 に 、 「 5 年 」 を 「 1 年 」 に 短 縮 し ま す 。
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【 お 問 い 合 わ せ 先 】
中 小 企 業 庁 事 業 環 境 部 財 務 課 （ 0 3 - 3 5 0 1 - 5 8 0 3 ）

15．事業承継ガイドライン

h t t p s : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / z a i m u / s h o u k e i
/ d o w n l o a d / s h o u k e i _ g u i d e l i n e . p d f

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
中 小 企 業 庁 事 業 環 境 部 財 務 課 （ 0 3 - 3 5 0 1 - 5 8 0 3 ）

16．中小M&Aガイドライン

h t t p s : / / w w w . m e t i . g o . j p / p r e s s / 2 0 1 9 / 0 3 / 2 0 2 0 0
3 3 1 0 0 1 / 2 0 2 0 0 3 3 1 0 0 1 - 2 . p d f

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
中 小 企 業 庁 事 業 環 境 部 財 務 課 （ 0 3 - 3 5 0 1 - 5 8 0 3 ）

17．中小M&Aハンドブック
中 小 企 業 経 営 者 に 対 し て 、 中 小 企 業 を 対 象 と す る M ＆ Aに つ い
て イ ラ ス ト を 用 い て ポ イ ン ト を 解 説 し て い ま す 。

h t t p s : / / w w w . m e t i . g o . j p / p r e s s / 2 0 2 0 / 0 9 / 2 0 2 0 0
9 0 4 0 0 1 / 2 0 2 0 0 9 0 4 0 0 1 - 2 . p d f
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【 お 問 い 合 わ せ 先 】
中 小 企 業 庁 事 業 環 境 部 財 務 課 （ 0 3 - 3 5 0 1 - 5 8 0 3 ）

18．中小PMIガイドライン
M & A実 施 後 の 経 営 統 合 （ PM I ： Po st  M erger  I n t eg ra t i o n ）
に つ い て 、 譲 受 側 が 取 り 組 む べ き と 考 え ら れ る 取 組 等 を 示 し て い
ま す 。

中 小 企 業 経 営 者 や 支 援 機 関 に 対 し て 、 早 期 ・ 計 画 的 な 取 組 を 促
す た め 事 業 承 継 診 断 や 、 円 滑 な 事 業 承 継 の 実 現 の た め 必 要 な ５
つ の ス テ ッ プ 等 を 示 し て い ま す 。

M & Aの 基 本 的 な 事 項 や 手 数 料 の 目 安 を 示 す と と も に 、 支 援 機
関 に 対 し て 適 切 な M & Aの た め の 行 動 指 針 を 示 し て い ま す 。

h t t p s : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / z a i m u / s h o u k e i
/ d o w n l o a d / p m i _ g u i d e l i n e . p d f



【 お 問 い 合 わ せ 先 】
最 寄 り の 事 業 承 継 ･ 引 継 ぎ 支 援 セ ン タ ー へ お 問 い 合 わ せ 下 さ い
h t t p s : / / s h o u k e i . s m r j . g o . j p / i n d e x . h t m l # t o p

19．事業承継診断
中 小 企 業 経 営 者 が 事 業 承 継 に 向 け て 実 施 す べ き 取 組 を 簡 単 に
チ ェ ッ ク で き ま す 。

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
経 済 産 業 省 経 済 産 業 政 策 局 産 業 資 金 課 （ 0 3 - 3 5 0 1 - 1 6 7 6 ）

20．ローカルベンチマーク（略称：ロカベン）

h t t p s : / / w w w . m e t i . g o . j p / p o l i c y / e c o n o m y / k e i e i
_ i n n o v a t i o n / s a n g y o k i n y u / l o c a b e n

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
内 閣 府 知 的 財 産 戦 略 推 進 事 務 局 （ 0 3 - 3 5 8 1 - 1 8 5 4 ）

21．経営デザインシート

企 業 の 経 営 者 と 支 援 機 関 が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン （ 対 話 ） を 行 い
な が ら 、 企 業 経 営 の 現 状 や 課 題 を 相 互 に 理 解 し 、 経 営 者 の 「 気
づ き 」 に よ り 、 個 別 企 業 の 経 営 改 善 を 目 指 す 場 面 等 で 活 用 で き
ま す 。

中 小 企 業 の 事 業 承 継 ・ 引 継 ぎ に お い て は 、 後 継 者 ・ 譲 受 側 が 、
現 経 営 者 ・ 譲 渡 側 の 協 力 を 得 て 、 事 業 承 継 ・ 引 継 ぎ 後 の 自 社 の
将 来 を 構 想 す る 場 面 等 で 活 用 で き ま す 。

h t t p s : / / w w w . k a n t e i . g o . j p / j p / s i n g i / t i t e k i 2 / k e i
e i _ d e s i g n / i n d e x . h t m l
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【 お 問 い 合 わ せ 先 】
独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 （ 0 3 - 5 4 7 0 - 1 5 6 0 ）

■ H P ト ッ プ h t t p s : / / w w w . s m r j . g o . j p / i n s t i t u t e /
■研修検索サイト
https://inst.smrj.go.jp/search/init/kigyo?_ga

22．中小企業大学校
全 国 9か 所 の 中 小 企 業 大 学 校 や 地 域 本 部 、 Webを 通 し て 経 営 者
や 後 継 者 等 を 対 象 に 多 彩 な 研 修 メ ニ ュ ー を 提 供 し て い ま す 。

自 社 の さ ま ざ ま な 課 題 の 解 決 、 経 営 革 新 を も た ら す 力 を 身 に つ け
る 実 践 的 な カ リ キ ュ ラ ム

年 間 約 2 万 人 、 こ れ ま で に 延 べ 6 9 万 人 の 受 講 者 に よ る 情 報 交 換 な
ど ヒ ュ ー マ ン ・ ネ ッ ト ワ ー ク の 活 用

参 加 し や す い 安 価 な 受 講 料 、 か つ 助 成 金 制 度 も 活 用 で き 、 さ ら に
快 適 な 研 修 環 境 に お い て 受 講 可 能
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主 な 研 修 メ ニ ュ ー
研修名 期間 定員 受講料 内容 実施校

経営後継者研修 10カ月 20名 1,283,000円

経営者として変化を読み取る能力、柔
軟に対応する能力、的確な判断を下す
知識を身につけます。
自社と自身の理想とする未来像の実現
に向けて自律的に行動できる後継経営
者を目指します。

東京校

後継者・次世代経
営幹部としてのス
キルアップ研修

4日間 20名 36,000円

昨今の激しい環境変化に対応するため
に、自社の経営のあり方や自身に求め
られる役割・心構えを学ぶとともに、
自社の今後の成長シナリオ・行動目標
を検討します。

人吉校

後継者のための企
業経営スクール 4日間 5名 28,000円

後継者に必要な心構えや経営の着眼点、
実践ポイント学習、事例研究、行動計
画策定等を通じた実践力を学びます。

Web校

次世代トップリー
ダー養成講座

２～３日
間

20～
30名

22,000～
32,000円

環境変化に適応するための経営のあり
方や求められる役割・心構えを学び、
今後の自身の成長へのシナリオや行動
目標を検討します。

旭川校
仙台校
東京校

等

ご不明な点等につきましては、以下の
（独）中小企業基盤整備機構の 問合せ窓口宛に、

ご連絡ください。
令和４年度の研修内容（全体）につきましては、
以下の同機構のＨＰ検索サイトをご覧ください。
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23．小規模企業共済
小 規 模 企 業 の 経 営 者 や 役 員 、 個 人 事 業 主 な ど の た め の 、 積 み 立
て に よ る 退 職 金 制 度 で す 。
掛 金 が 全 額 所 得 控 除 さ れ る こ と に よ る 節 税 効 果 な ど が あ る だ け
で な く 、 掛 金 の 納 付 期 間 に 応 じ た 貸 付 限 度 額 の 範 囲 内 で 、 事 業
承 継 （ 事 業 用 資 産 ま た は 株 式 等 の 取 得 ） に 要 す る 資 金 を 低 金 利
で 借 入 れ す る こ と も で き ま す 。

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 共 済 相 談 室 （ 0 5 0 - 5 5 4 1 - 7 1 7 1 ）

h t t p s : / / w w w . s m r j . g o . j p / k y o s a i / s k y o s a i / a b o u t
/ i n d e x . h t m l

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
最 寄 り の 信 用 保 証 協 会
h t t p s : / / w w w . z e n s h i n h o r e n . o r . j p / n e a r e s t /

24．信用保証協会による自主廃業支援
現 在 事 業 は 行 っ て い る も の の 、 事 業 譲 渡 や 経 営 者 交 代 等 に よ る
事 業 継 続 が 見 込 め ず 、 自 主 的 な 廃 業 を 選 択 す る 中 小 企 業 者 に 対
し て 、 必 要 な 事 業 資 金 の 調 達 を 支 援 し ま す 。

名称 自主廃業支援保証制度

申込人
資格要件

次の（１）から（３）の全要件を満たす中小企業者
（１）事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず、自ら廃業を選択するもの。
（２）直近決算が実質的に債務超過でなく、完済が求められる債務について事業清算

により完済が見込めること。
（３）バンクミーティング等（債権者たる金融機関等の関係者が当該申込人への支援

の方向性、内容等を検討する場）により合意に至った廃業計画書に従って計画
の実行及び進捗の報告を行うもの。

申込方法 主たる取引のある金融機関経由に限る

保証限度額等 3,000万円 ※責任共有制度（8割保証）の対象

保証期間 1年以内（かつ、終期は解散予定日より前）

対象資金 廃業計画の実施に必要となる事業資金

保証料率 0.45％～1.90％
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26．事業承継・引継ぎ支援センター（再掲）
全 国 47都 道 府 県 に 設 置 す る 公 的 相 談 窓 口 と し て 、 中 小 企 業 の 事
業 承 継 に 関 す る 相 談 を 行 う ほ か 、 廃 業 を 選 択 肢 と し て 考 え て い
る 相 談 者 に 対 し て 、 廃 業 を 決 定 す る 前 に M & Aや 経 営 資 源 引 継
ぎ に 関 す る 助 言 ・ 相 談 を 行 い ま す 。
こ れ ら が 困 難 と 見 込 ま れ る 場 合 に は 廃 業 に 関 す る 相 談 対 応 を 行
い ま す 。

27．経営者保証ガイドライン（再掲）

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
最 寄 り の 事 業 承 継 ･ 引 継 ぎ 支 援 セ ン タ ー へ お 問 い 合 わ せ 下 さ い
h t t p s : / / s h o u k e i . s m r j . g o . j p / i n d e x . h t m l # t o p

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
主 要 商 工 会 議 所 （ 日 本 商 工 会 議 所 電 話 ： 0 3 - 3 2 8 3 - 7 9 1 7 ）

各 都 道 府 県 商 工 会 連 合 会
（ 全 国 商 工 会 連 合 会 電 話 ： 0 3 - 6 2 6 8 - 0 0 8 5 ）

25．経営安定特別相談室
経 済 や 中 小 企 業 の 実 情 に 詳 し い 中 小 企 業 診 断 士 、 弁 護 士 、 公 認
会 計 士 、 税 理 士 な ど の 専 門 家 が 、 債 権 者 な ど の 関 係 者 へ の 協 力
要 請 や 倒 産 関 係 法 律 の 手 続 に 関 す る 助 言 等 の 相 談 に 応 じ 、 問 題
の 解 決 を 支 援 し ま す 。

h t t p s : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / k i n y u / k e i e i h o s y o u /
2 0 2 2 / 2 2 0 3 0 4 . h t m l

h t t p : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / k e i e i / a n t e i / 2 0 1 2 / d o
w n l o a d / t a i s a k u _ i n f o - 1 . p d f

h t t p : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / k e i e i / a n t e i / 2 0 1 2 / d o
w n l o a d / t a i s a k u _ i n f o - 2 . p d f

【 お 問 い 合 わ せ 先 】
取 引 金 融 機 関
商 工 会 議 所 h t t p s : / / w w w 5 . c i n . o r . j p / c c i l i s t
商 工 会 h t t p s : / / w w w . s h o k o k a i . o r . j p / ? p a g e _ i d = 1 7 5 4

中 小 企 業 の 廃 業 時 に お け る 経 営 者 等 の 個 人 破 産 回 避 に 向 け 、
「 廃 業 時 に お け る 「 経 営 者 保 証 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 の 基 本
的 考 え 方 」 （ 令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 ） が 公 表 さ れ て い ま す 。
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【 お 問 い 合 わ せ 先 】
中 小 企 業 再 生 支 援 協 議 会
（ ※ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 よ り 中 小 企 業 活 性 協 議 会 ） 一 覧

28．中小企業再生支援協議会
（中小企業活性化協議会）

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 よ り 、 中 小 企 業 再 生 支 援 協 議 会 を 経 営 改 善 支
援 セ ン タ ー と 統 合 し 、 収 益 力 改 善 ・ 事 業 再 生 ・ 再 チ ャ レ ン ジ を
一 元 的 に 支 援 す る 組 織 と し て 、 「 中 小 企 業 活 性 化 協 議 会 」 が 全
国 ４ ７ 都 道 府 県 に 設 置 さ れ ま す 。

協 議 会 は 中 小 企 業 の 駆 け 込 み 寺 と し て 、 常 駐 す る 専 門 家 が 中 小
企 業 の 相 談 に 対 し 課 題 解 決 に 向 け た ア ド バ イ ス を 実 施 す る ほ か 、
中 小 企 業 の 必 要 に 応 じ て 関 係 支 援 機 関 や 支 援 策 を 紹 介 し ま す 。
特 に 、 経 営 改 善 支 援 セ ン タ ー の 統 合 を 契 機 に 、 民 間 専 門 家 （ 認
定 経 営 革 新 等 支 援 機 関 ） と の よ り 一 層 の 連 携 を 図 り 、 中 小 企 業
の 収 益 力 改 善 か ら 再 チ ャ レ ン ジ を 地 域 全 体 で 推 進 し ま す 。

協 議 会 に お い て 、 実 施 し て い る 支 援 内 容 は 、 以 下 の と お り で す 。
【 収 益 力 改 善 支 援 】

・ 収 益 力 の 低 下 、 過 剰 債 務 等 に よ る 財 務 内 容 の 悪 化 、 資 金 繰 り
の 悪 化 等 が 生 じ る お そ れ が あ る 中 小 企 業 に 対 し 、 資 金 繰 り 計
画 や ポ ス ト コ ロ ナ に 向 け た 収 益 力 改 善 の た め の ア ク シ ョ ン プ
ラ ン 等 の 策 定 を 支 援 し ま す 。

【 事 業 再 生 支 援 】
・ 収 益 性 の あ る 事 業 は あ る も の の 、 財 務 上 の 問 題 が あ る 中 小 企

業 に 対 し 、 公 平 中 立 な 立 場 か ら 金 融 機 関 等 の 関 係 者 間 の 調 整
を 行 い 、 再 生 計 画 の 策 定 を 支 援 し ま す 。

【 再 チ ャ レ ン ジ 支 援 】
・ 事 業 再 生 が 極 め て 困 難 な 場 合 に 、 企 業 の 円 滑 な 廃 業 や 経 営 者

等 の 再 ス タ ー ト に 向 け た 債 務 整 理 を 目 的 と し て 、 相 談 企 業
（ 経 営 者 ） へ の 助 言 や 代 理 人 弁 護 士 の 紹 介 を 実 施 し ま す 。

・ ま た 、 企 業 の 法 的 整 理 等 に よ り 保 証 債 務 が 顕 在 化 し た 保 証 人
に 対 し 、 経 営 者 保 証 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン （ 単 独 型 ） に よ る
保 証 債 務 の 整 理 を 支 援 し ま す 。

h t t p s : / / s e i d o - n a v i . m i r a s a p o -
p l u s . g o . j p / c o n t a c t _ l i s t s / 1 6


